
広報2024年 1月１日 2024年 1月 1日広報 1415

問問い合わせ先　☎　電話番号 浦添市役所（代）☎（876）1234

税
金
・
保
険
・
年
金

「
国
民
健
康
保
険
税
」お
よ
び

「
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
」

第
７
期
納
期
限

問
国
民
健
康
保
険
課
徴
収
係

☎
内
線
3
7
1
7
～
3
7
2
2

令
和
5
年
度
「
国
民
健
康
保
険

税
」お
よ
び「
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
」第
７
期
納
期
限
は
1
月
31
日

（
水
）で
す
。納
め
忘
れ
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

介
護
保
険
料
納
付
証
明
書
の

郵
送

問
い
き
い
き
高
齢
支
援
課

☎
（
８
７
６
）１
２
９
１

令
和
５
年
中
に
介
護
保
険
料
を

口
座
振
替
、ま
た
は
ペ
イ
ジ
ー
や
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
で
納

付
し
た
人
に
、介
護
保
険
料
納
付
証

明
書
を
郵
送
し
ま
す
。

発
送
予
定
１
月
下
旬

発
送
対
象
者

令
和
５
年
１
月
１
日

～
12
月
31
日
に
介
護
保
険
料
を
口
座

振
替
、ま
た
は
ペ
イ
ジ
ー
や
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
で
納
付
し
た
人

要
介
護
等
認
定
者
の
諸
証
明

書
の
発
行

問  

い
き
い
き
高
齢
支
援
課

☎
（
８
７
６
）１
２
９
７

●
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書

65
歳
以
上
で
要
介
護
・
要
支
援
認

定
を
受
け
て
い
る
人
は
、障
害
者
手

帳
等
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
場
合

で
も
、障
害
者
控
除
対
象
者
の
認
定

を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、所
得
税
や

市
・
県
民
税
の
申
告
を
す
る
際
、障
害

者
控
除
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

対
象

65
歳
以
上
で
要
介
護
・
要
支

援
認
定
を
受
け
て
い
る
人
の
う
ち
、

市
長
が
認
め
る
人

交
付
申
請
先
い
き
い
き
高
齢
支
援

課
介
護
認
定
担
当
窓
口

●
お
む
つ
代
医
療
費
控
除
証
明
書

確
定
申
告
の
際
に
、お
む
つ
代
に
つ

い
て
医
療
費
控
除
の
手
続
き
を
す
る

に
は
、医
師
に
よ
る「
お
む
つ
使
用
証

明
書
」の
添
付
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、２
年
目
以
降
の
手
続
き

で
介
護
保
険
に
お
け
る
要
介
護
・
要

支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
人
に
つ
い

て
は
、一
定
の
条
件
を
満
た
す
と
、医

師
に
よ
る「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」

に
代
え
て
市
長
が
発
行
す
る「
お
む

つ
代
の
医
療
費
控
除
事
項
証
明
書
」

を
添
付
し
、手
続
き
で
き
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

対
象

疾
病
等
に
よ
り
、概
ね
６
か

月
以
上
に
わ
た
り
寝
た
き
り
状
態
で
、

お
む
つ
の
使
用
が
必
要
と
医
師
ま
た

は
市
長
が
認
め
る
人

交
付
申
請
先

・
初
め
て
控
除
申
請
す
る
人
は
、か
か

り
つ
け
の
医
師

・
２
年
目
以
降
の
人
は
、い
き
い
き
高

齢
支
援
課
介
護
認
定
担
当
窓
口

※
認
定
書
、証
明
書
と
も
、交
付
は
申

請
し
た
日
の
翌
日
以
降
と
な
り
ま
す
。

※
郵
送
申
請
・
返
送
も
可
能
で
す
。

希
望
す
る
場
合
は
、返
送
用
封
筒
に

84
円
切
手
を
貼
り
付
け
て
添
付
し
て

く
だ
さ
い
。

市
・県
民
税
、国
民
健
康
保
険

税
の
税
申
告
が
始
ま
り
ま
す

問
市
民
税
課

☎
（
８
７
６
）１
２
７
５

受
付
期
間

平
日
は
２
月
16
日（
金
）

〜
３
月
15
日（
金
）、休
日
は
2
月
25

日（
日
）、3
月
3
日（
日
）

受
付
時
間

午
前
９
時
～
午
後
４
時

場
所

市
役
所
９
階

必
要
書
類

①
源
泉
徴
収
票
、給
与
明
細
書
、収
支

明
細
書
、収
入
支
出
簿
、領
収
書
等
の

令
和
５
年
１
月
～
12
月
ま
で
の
収

入
・
経
費
等
を
証
明
す
る
も
の

②
令
和
５
年
１
月
～
12
月
ま
で
に
支

払
っ
た
社
会
保
険
料
の
領
収
書
、生

命
保
険
料
払
込（
控
除
）証
明
書

③
医
療
費
控
除
の
明
細
書
・
障
害
者

手
帳
・
ふ
る
さ
と
納
税
等
の
そ
の
他

各
種
控
除
に
関
す
る
証
明
書

▲︎詳しくは
　こちら

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出

問
市
民
税
課

☎
（
8
7
6
）1
2
7
5

前
年
中
に
給
与
等
の
支
払
い
を

し
た
事
業
主（
個
人
・
法
人
）は
、給

与
支
払
報
告
書
を
期
限
内
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
法
人
番
号
・
個

人
番
号
）の
記
載
漏
れ
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

提
出
期
限

１
月
15
日（
月
）ま
で

※
早
め
の
提
出
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

提
出
書
類

給
与
支
払
報
告
書
総

括
表
、個
人
別
明
細
書
各
１
部

※
総
括
表
は
浦
添
市
の
様
式
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

▲︎詳しくは
　こちら

個
人
住
民
税
特
別
徴
収
税
額

通
知（
納
税
義
務
者
用
）を
電

子
デ
ー
タ
で
受
け
取
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

問
市
民
税
課

☎
（
８
７
６
）１
２
７
５

次
の
条
件
に
当
て
は
ま
る
場
合

は
、令
和
６
年
度
分
か
ら
従
業
員
の

個
人
住
民
税
特
別
徴
収
税
額
通
知

を
電
子
デ
ー
タ
で
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

・
令
和
５
年
分
給
与
支
払
報
告
書
を
、

エ
ル
タ
ッ
ク
ス
を
経
由
し
て
提
出

し
、電
子
デ
ー
タ
に
よ
る
受
け
取
り

を
選
択
し
て
い
る
こ
と
。

・
個
々
の
納
税
義
務
者
に
電
子
的
提

供
が
で
き
る
体
制
が
整
っ
て
い
る

こ
と
。

詳
し
く
は
、地
方
税
共
同
機
構
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▲︎詳しくは
　こちら

【
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の

皆
さ
ま
】申
請
忘
れ
は
ご
ざ
い

ま
せ
ん
か
？

問
国
民
健
康
保
険
課

☎
内
線
３
７
１
３・３
７
１
４

●
出
産
育
児
一
時
金

給
付
対
象
者
出
産
し
た
人
が
い
る

国
民
健
康
保
険
加
入
世
帯
の
世
帯
主

給
付
額
50
万
円

「
直
接
支
払
制
度
」に
合
意
し
て
い

る
場
合
は
、病
院
に
直
接
費
用
の
支

払
い
が
行
わ
れ
ま
す
。「
直
接
支
払
制

度
を
利
用
し
て
い
な
い
場
合
」と「
病

院
の
費
用
が
50
万
円
未
満
の
場
合
」

は
、窓
口
で
全
額
ま
た
は
差
額
給
付

の
申
請
が
で
き
ま
す
。

※
死
産
の
場
合
で
も
、85
日
以
上
の

妊
娠
期
間
が
あ
れ
ば
請
求
可
能
で
す
。

●
葬
祭
費

給
付
対
象
者
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
者
の
葬
祭
を
行
っ
た
人

給
付
額
３
万
円

●
療
養
費

医
療
機
関
に
保
険
証
を
提
示
で
き

ず
、医
療
費
を
全
額
自
己
負
担
し
た

場
合
に
、国
民
健
康
保
険
が
負
担
す

べ
き
７
割
ま
た
は
８
割
の
医
療
費
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
こ
れ

を「
療
養
費
の
申
請
」と
言
い
ま
す
）

給
付
額
10
割
負
担
し
た
医
療
費
の

う
ち
、国
民
健
康
保
険
負
担
分
の
額

（
医
療
費
の
７
割
～
８
割
分
）

●
高
額
療
養
費
の
支
給

国
保
加
入
者
が
診
療
を
受
け
、医

療
費
が
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た

場
合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

医
療
費
が
高
額
に
な
る
場
合
で
も
、

「
限
度
額
認
定
証
」を
提
示
す
る
と
、

医
療
機
関
で
支
払
う
金
額
の
上
限
が

（
水
）午
前
８
時
30
分
～
午
後
5
時

15
分（
正
午
～
午
後
1
時
を
除
く
）

※
前
年
中
に
資
産
の
増
減
が
な
い

場
合
や
、廃
業
・
解
散
の
場
合
も
申

告
が
必
要
で
す
。備
考
欄
に
そ
の
事

由
お
よ
び
時
期
を
記
載
し
て
く
だ

さ
い
。

▲︎詳しくは
　こちら

健（
検
）診
を
受
け
て
、３
千
円
相

当
の
特
産
品・商
品
券
を
ゲ
ッ
ト

問  

健
康
づ
く
り
課

☎
（
８
７
5
）2
1
0
0

対
象
者

国
民
健
康
保
険
加
入
の

20
～
74
歳（
応
募
日
時
点
）

【
応
募
方
法
】

①
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド
を
ゲ
ッ
ト

配
布
場
所

浦
添
市
保
健
相
談
セ

ン
タ
ー
、市
役
所
総
合
案
内

②
１
０
０
ポ
イ
ン
ト
た
め
よ
う

【
70
Ｐ
】
特
定
健
診
受
診

【
80
Ｐ
】
20
代
・
30
代
健
康
診
査
受
診

（
右
記
い
ず
れ
か
は
必
須
項
目
）

【
各
20
Ｐ
】
健
診
結
果
に
基
づ
く
保

健
指
導
を
受
け
る
、歯
周
疾
患
検
診

受
診
ま
た
は
歯
科
受
診

【
各
10
Ｐ
】
各
が
ん
検
診
受
診（
胃
・

肺
・
大
腸
・
子
宮
・
乳
が
ん
）

③
応
募
し
よ
う

国
民
健
康
保
険
証
、受
診
確
認
で
き

る
健（
検
）診
結
果
等
、ポ
イ
ン
ト
カ
ー

ド（
お
持
ち
の
人
の
み
）を
持
参
の
上
、

保
健
相
談
セ
ン
タ
ー
窓
口
で
応
募

後
期
応
募
締
め
切
り  

３
月
１
日（
金
）

④
特
典
を
ゲ
ッ
ト

抽
選
で
80
人
に
３
千
円
相
当
の
特

た
だ
し
、修
学
特
例
、遠
隔
地
の

被
保
険
者
証
は
窓
口
で
の
更
新
と

な
り
、更
新
手
続
は
３
月
上
旬
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

・
令
和
６
年
２
月
１
日
時
点
で
国
民

健
康
保
険
税
に
滞
納
が
な
い
世
帯

の
被
保
険
者
。

・
令
和
６
年
２
月
１
日
時
点
で
国
民

健
康
保
険
税
に
滞
納
が
あ
る
世
帯

の
う
ち
、平
成
18
年
４
月
２
日
以
降

生
ま
れ
の
被
保
険
者
。

※
国
民
健
康
保
険
税
の
納
め
忘
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？
納
め
忘
れ
が
あ
る

と
、窓
口
で
の
更
新
と
な
り
ま
す
。

償
却
資
産
の
申
告
は
お
済
み

で
す
か
？

問  

資
産
税
課

☎
（
８
７
６
）１
7
２
９

市
内
で
事
業
を
行
っ
て
い
る
法

人
・
個
人
事
業
主
の
皆
さ
ん
へ

償
却
資
産（
事
業
の
た
め
に
所
有

し
て
い
る
資
産
）は
、地
方
税
法
で

申
告
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

期
限
内
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

住
宅
に
設
置
し
て
い
る
太
陽
光

発
電
設
備
で
も
申
告
が
必
要
な
場

合
が
あ
り
ま
す
。

・
個
人
ま
た
は
法
人
の
所
有
す
る
事

業
用
設
備（
発
電
出
力
量
問
わ
ず
）

・
個
人
の
住
宅
用
設
備
で
発
電
出
力

が
10
k
W
以
上

対
象
者

１
月
１
日
時
点
で
市
内

に
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
人
、

ま
た
は
市
内
の
事
業
所
に
償
却
資

産
を
リ
ー
ス
し
て
い
る
人

※
詳
し
く
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
告
期
間

１
月
４
日（
木
）～
31
日

自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

●
食
事
療
養
費

や
む
を
得
な
い
理
由
で
入
院
先

に「
限
度
額
認
定
証
」を
提
示
で
き
ず
、

通
常
の
食
事
負
担
額
を
支
払
っ
た
場

合
、食
事
代
の
差
額
分
の
給
付
を
申

請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

給
付
額
負
担
し
た
入
院
食
事
費
用

と
標
準
負
担
額
と
の
差
額

※
支
給
を
受
け
る
権
利
は
、２
年
を

経
過
す
る
と
時
効
に
よ
り
消
滅
し
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、国
民
健
康
保
険
課
ま

で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

産
前
産
後
期
間
の
国
民
健
康
保

険
税
が
免
除
さ
れ
ま
す

問
国
民
健
康
保
険
課
資
格
賦
課
係

☎
内
線
３
７
２
５

令
和
６
年
１
月
か
ら
、産
前
産
後

期
間（
４
か
月
分
）の
国
民
健
康
保
険

税
が
免
除
さ
れ
ま
す
。令
和
５
年
11

月
１
日
以
降
に
出
産
予
定
の
国
民
健

康
保
険
被
保
険
者
が
対
象
で
す
。た

だ
し
、産
前
産
後
期
間
の
う
ち
令
和

６
年
１
月
以
降
の
期
間
分
の
み
減
額

さ
れ
ま
す
。出
産
予
定
日
の
６
か
月

前
か
ら
届
出
が
で
き
ま
す
。出
産
後

の
届
出
も
可
能
で
す
。

詳
し
く
は
、国
民
健
康
保
険
課
ま

で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
証
の
更
新
時
期

に
つ
い
て

問
国
民
健
康
保
険
課
資
格
賦
課
係

☎  

内
線
3
7
2
3

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
被

保
険
者
に
、国
民
健
康
保
険
証
を
３

月
上
旬
か
ら
郵
送
し
ま
す
。

産
品
・
商
品
券
が
当
た
る

当
選
発
表
日  

３
月
11
日（
月
）

特
典
引
換
期
間  

３
月
11
日（
月
）～

29
日（
金
）

暮
ら
し
・
環
境
・
福
祉

物
価
高
騰
に
伴
う
住
民
税
非
課

税
世
帯
支
援
給
付
金

問
新
型
コ
ロ
ナ
非
課
税
世
帯
等

臨
時
特
別
給
付
金
室

☎
０
１
２
０（
０
９
８
）１
１
５

物
価
高
対
策
と
し
て
、住
民
税
非

課
税
世
帯
１
世
帯
あ
た
り
７
万
円
の

支
援
を
行
い
ま
す
。

支
給
対
象
者

次
の
①
②
を
満
た
す

人①
基
準
日（
令
和
５
年
12
月
1
日
）時

点
で
浦
添
市
に
住
民
登
録
が
あ
る
人

②
令
和
５
年
度
住
民
税
非
課
税
世
帯

（
世
帯
全
員
の
令
和
５
年
度
分
住
民

税
均
等
割
が
非
課
税
）の
世
帯
主

※
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
人
の

扶
養
親
族
等
の
み
か
ら
な
る
世
帯
を

除
く
。

令
和
５
年
１
月
１
日
か
ら
基
準
日

ま
で
に
、離
婚
や
課
税
者
の
死
亡
な

ど
に
よ
っ
て
住
民
税
非
課
税
世
帯
と

な
っ
た
世
帯
に
つ
い
て
は
、元
配
偶

者
等
に
よ
る
扶
養
に
か
か
わ
ら
ず
、

「
給
付
金
」の
対
象
と
な
り
ま
す
。

支
給
手
続
き

１
月
中
旬
〜
下
旬
に
、対
象
者
へ

給
付
内
容
や
確
認
事
項
が
書
か
れ
た

文
書
を
送
付
し
ま
す
。中
身
を
確
認

し
、返
信
が
必
要
な
場
合
は
期
限
内

に
返
信
し
て
く
だ
さ
い
。

主
な
確
認
事
項

・
給
付
金
の
振
込
口
座
番
号

・
令
和
５
年
度
の
住
民
税
が
課
税
さ

れ
て
い
る
人
の
、扶
養
親
族
の
み
の

世
帯
で
は
な
い
こ
と

※
例
え
ば
、親（
課
税
）に
扶
養
さ
れ

て
い
る
単
身
世
帯
の
大
学
生（
非
課

税
）や
、子（
課
税
）に
扶
養
さ
れ
て
い

る
両
親（
非
課
税
）の
世
帯
は
対
象
外

と
な
り
ま
す
。も
し
、対
象
外
の
世
帯

で
通
知
が
届
い
た
場
合
は
、お
手
数

で
す
が
期
日
ま
で
に
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
ま
で
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
文
書
発
送
日
・
家
計
急
変
世
帯（
令

和
５
年
以
降
に
予
期
せ
ず
家
計
が
急

変
し
た
こ
と
で
収
入
が
減
少
し
、世

帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
と
な
っ
た

世
帯
）へ
の
対
応
・
申
請
期
限
等
に
つ

い
て
は
、決
定
次
第
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▲︎詳しくは
　こちら

自
転
車
・オ
ー
ト
バ
イ
の
ロ
ッ

ク
は
確
実
に
！

問
浦
添
警
察
署

☎
（
８
７
５
）０
１
１
０

浦
添
警
察
署
管
内
で
、自
転
車
・

オ
ー
ト
バ
イ
の
盗
難
が
多
発
し
て
い

ま
す
。被
害
は
２（
ダ
ブ
ル
）ロ
ッ
ク

し
て
い
な
い
場
合
が
多
数
で
す
。

盗
難
防
止
の
た
め
に
、鍵
は
確
実

に
か
け
、さ
ら
に
鍵
を
か
け
た
か
確

認
を
し
ま
し
ょ
う
。




